
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ＫＡＷＡＧＯＥ 2026 年 3月号【№161】 ＲＯＵＫＩＮＥＷＳ☆ 

川越ろうきニュース 

令和７年の全国の労働災害の発生状況の速報値をお知らせします 



 

 

 

令和７年１１月１日に埼玉県の地域別最低賃金額が時間額１，１４１円に改定されました。 

令和７年１２月１日に改定された特定（産業別）最低賃金額と合わせて、以下のポイン

トで支払賃金額の点検を行いましょう。 

【問題となる例】 

  ・見習いのアルバイトや高齢者は、能率が一人前でないからと最低賃金額未満にしていた。 

  → 最低賃金制度は年齢や働き方の違いにかかわらず、原則として全ての労働者に適用されます。 

 

・特定最賃が適用となる業種だが、地域最賃をもとにパートの時給額を設定していた。 

  → 同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額を支払う必要があります。 

・正社員の固定の月給額が、通勤手当を含めないと地域最賃未満になってしまった。 

  → 月給制の場合、一年間における一月平均所定労働時間数で除した金額が最低賃金額を下回っ

ていないか点検します。 

（なお、固定給と歩合給で構成される場合、歩合給は総労働時間数で除して得た単価を、固定

給部分から算出した単価に合算して点検します） 

算定基礎に含めるのは１か月毎に支払われる基本給と諸手当ですが、諸手当には、精皆勤手

当、通勤手当、家族手当は含めません。 

 

最低賃金をチェックしましょう！ 


